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「移動支援サービス」 

重要事項説明書 
 

 

移動支援サービスの提供に当たり、移動支援サービスに関する重要事項を、

社会福祉法第７６条に基づき以下の通り説明します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

株式会社陽なた 

訪問介護 ピース大阪 

大阪府吹田市岸部北２―１６－１１マンションコメット２１４ 

TEL 050-8894-4628 

FAX 050-8894-4627 

移動支援サービス 

重要事項説明書 

＜令和 8年 1月 1日現在＞ 

 

当事業所は京都市移動支援事業に基づく指定を受けています。 

〈京都市指定 第 2669941136号〉 
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１．事業者の概要についてご説明します。 

事業者名称 株式会社陽なた 

本社所在地 大阪府東大阪市俊徳町一丁目 3-7 

電話番号 050-8894-4628 FAX番号 050-8894-4627 

ウェブサイト https://hinata-kaigo.com/ 

代表者 原野 智彰 

事業内容 指定居宅介護・指定重度訪問介護・京都市移動支援事業 

事業所名 訪問介護 ピース大阪 指定番号 京都市 2669941136号 

所在地 大阪府吹田市岸部北２―１６－１１マンションコメット２１４ 

電話番号 050-8894-4628 FAX番号 050-8894-4627 

管理者 原野 智彰 

開所年月日 令和７年 9月 1日 

事業所が行な

っている他の

業務 

指定居宅介護・指定重度訪問介護 

 

２．当事業所が掲げる事業目的及び運営方針・理念は以下のとおりです。 

事業の目的 

当事業所が行う居宅介護等の事業の適正な運営を確保するために、人員及び

管理運営に関する事業を定め、事業所の介護福祉士または介護職員研修の修

了者等（以下「居宅介護等従業者」という）が、支援を必要とする障害者に対し、

適正な居宅介護等の事業を提供することです。 

運営方針・理念 

事業所の居宅介護等従業者（以下「ヘルパー」という）は、ご利用者の心身の特

性を踏まえて、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよ

う、生活全般にわたる援助を行います。 

居宅介護等の事業の実施にあたっては、関係市町村、地域の保健・医療・福祉

サービスとの綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めます。 

また、企業理念として、職員がプロ意識と誇りを持ち、笑顔を絶やさず安心して

働ける環境を作る事により、介護の質が向上し、ご利用者及び関係機関からの

評価が向上します。 

仕事の依頼が増え、会社が潤い職員と社会に還元できます。 

この福祉の輪を日本及び全ての地域社会に広げていく事が当社の役目であり、

営利法人であるも、「人間に貢献できる企業」という自覚を持ちます。 

これが当社の企業経営理念です。 

 

３．事業所の人員体制は以下のとおりです。 

（当事業所は厚生労働省が定める人員基準を遵守しています。） 

職員の職種 人数 
区分 常勤換算

後の人数 
職務の内容 

常勤 非常勤 

管理者 １名 １名 名 1 
事業所の運営管理（サービ

ス提供責任者と兼務） 
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サ
ー
ビ
ス
提
供

責
任
者 

介護福祉士 3名 3名 名 

3.0 

ヘルパーの指導、居宅介護

等計画の作成等（ヘルパー

と兼務） 看護師 名 名 名 

居
宅
介
護
等
従
業
者

（ヘ
ル
パ
ー
） 

介護福祉士 名 名 名 

0 居宅介護等サービスの提供 

介護職員実務者

研修修了者 
名 名 名 

介護職員初任者

研修修了者等 
名 名 名 

准看護師 名 名 名 

総数 3名 名 名 3.0  

当事業所では、ご利用者に対して、移動支援を提供する職員として、上記の職種の職員を配置していま

す。 

 

４．事業所の営業日・受付時間・サービス提供日・サービス提供時間は次のとおりです。 

営業日 月曜日～金曜日(但し、土曜・日曜・祝日・１２月２８日～１月３日除く) 

受付時間  午前 9時～午後６時 

サービス提供日 年中無休 

サービス提供時間 年中無休 

 

5．通常の事業実施地域 

吹田市・豊中市・摂津市・茨木市・高槻市 

 

６．当事業所が提供するサービスと利用料金 

＜「居宅介護等計画」とサービス内容＞ 

 当事業所では、下記のサービス内容から居宅介護等計画を定めて、サービスを提供します。「居宅介

護等計画」は、市町村が決定した「支給量」とご利用者様の意向や心身の状況を踏まえて、具体的なサ

ービス内容やご利用者に対するサービス実施日などを記載しています。「居宅介護等計画」は、ご利用

者やご家族に事前に説明し、同意をいただくとともに、写しをご利用者に交付します。また、ご利用者の

申し出により、いつでも見直すことができます。 

 

 

＜サービス区分及びサービス内容＞ 

移動支援 

（身体介護を伴うもの及び伴わないもの） 

 ○社会生活上必要不可欠な外出及び余暇活動の社会参加のための外出（通勤、営業活動等の活動

に係る外出、通年かつ長期にわたる外出及び社会通念上適当でない外出を除き、原則として 1

日の範囲内で用務を終えるものに限る）の支援及びこれに伴う食事、排泄等の介助。 
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＜サービス利用料金＞ 

サービス利用に係る利用料金は以下の通りです。サービスの利用に対しては、通常９割が介護給付費

の給付対象となります。事業者が介護給付費を代理受領する場合には、ご利用者は、ご利用者負担分

としてサービス料金の１割（定率負担）を事業者にお支払いいただきます。 

 

○京都市移動支援（サービス１回あたりのご利用者負担額） 

利用時間 30分未満 
30分以上 

1時間未満 

1時間以上 

1時間 30分未満 

１時間３０分以上 

２時間未満 

身体介護を伴わない 自己負担額なし 

身体介護を伴う 271 円 392円 573円 667円 

初回加算 212円（サービス初回にサービス提供責任者が訪問した際） 

 

＜割増料率・割引料率＞ 

以下の場合には、利用料金が割増となります。 

通常時間外のサービス提供 

夜間（午後 6時～午後 10時） 125/100 

早朝（午前 6時～午前 8時） 125/100 

深夜（午後 10時～午前 6時） 150/100 

２名の訪問介護員によるサービス提供 2倍の料金 

 

＜サービス利用にかかる実費負担額＞ 

  サービス提供に要する下記の費用は、介護給付費支給の対象ではありませんので、実費をいただきま

す。 

①通常の事業の実施地域以外の地区にお住まいの方で、当事業所のサービスを利用される場合は、

サービスの提供に際し、要した交通費の実費をご負担いただきます。 

また、ヘルパーが自動車または自動二輪車・原動機付自転車を利用した場合には、通常の事業の

実施地域から20キロメートル未満の場所でサービスの提供を受けた場合は１回につき500円を、

20キロメートル以上離れた場所でサービスの提供を受けた場合は１回につき 1000円を、ご負担

いただきます。 

 ②外出時の移動中の介護において、そのすべてに係る経費（交通費・入場料・飲食代等）については

ご利用者負担とさせていただきます。ただし飲食に関しては１回につき 500 円以内はヘルパーの

負担とさせていただきます。 

 

７．介護給付の対象とならないサービスの利用について 

介護給付の支給限度額を超える居宅介護等サービスの利用については、利用料金の全額がご利用

者のご負担となります。サービス利用料金は、介護給付費に準じます。 

 

８．利用のキャンセル・変更・追加 

＜キャンセル・変更・追加期限＞ 

 利用予定日の前に、利用者の都合により、居宅介護等サービスの利用を中止または変更、もしくは新

たなサービスの利用を追加することができます。この場合には、利用予定の２４時間前までに事業所

に申し出てください。 
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＜キャンセル料＞ 

 キャンセル期限までに申し出がなく、キャンセル期限以降に利用の中止を申し出された場合には、以下

の表に基づくキャンセル料をいただきます。 

（ただし、体調不良等やむを得ない理由がある場合にはキャンセル料は発生しません。） 

利用予定時間の２４時間前までのキャンセル 無 料 

利用予定時間の１２時間前までのキャンセル ５００円 

利用予定時間の１２時間以降のキャンセル １０００円 

 

＜サービス利用の変更・追加＞ 

①市町村が決定した「支給量」及び当該サービスの利用状況によっては、サービスを追加することもで

きます。 

②サービス利用の変更・追加は、ヘルパーの稼働状況によりご利用者が希望する時間にサービスの提

供ができないことがあります。その場合は、他の利用可能日時をご利用者に提示するほか、他事業所

を紹介するなど必要な調整をいたします。 

 

９．利用料金の支払方法について 

サービス利用にかかる料金・費用は、１か月ごとに計算し、ご請求しますので、翌月２5 日までに以下

のいずれかの方法にてお支払いください。 

ア．下記指定口座への振り込み 

  北おおさか信用金庫 正雀支店 普通2166594 カ）ヒナタ 

イ．金融機関口座からの自動引き落とし 

ウ．直接のお支払い 

 

１０．サービスの利用に関する留意事項 

＜ヘルパー（居宅介護等従業者）について＞ 

①サービス提供時に、担当のヘルパーを決定します。ただし、実際のサービス提供にあたっては、複

数のヘルパーが交替してサービスを提供します。担当のヘルパーや訪問するヘルパーが交替する

場合は、あらかじめご利用者に説明するとともに、ご利用者及びそのご家族等に対してサービス利

用上の不利益が生じないよう十分に配慮します。 

②ご利用者から特定のヘルパーを指名することはできませんが、ヘルパーについてお気づきの点や

ご要望がありましたら、ご遠慮なくご相談ください。 

 

＜サービス提供について＞ 

サービスは、「移動支援計画」にもとづいて行います。実施に関する指示・命令はすべて事業者が行

います。ただし、実際の提供にあたっては、ご利用者の訪問時の状況・事情・意向等について十分

に配慮します。 

 

＜サービス内容の変更＞ 

訪問時に、ご利用者の体調等の理由により予定されていたサービスの実施ができない場合には、

ご利用者の同意を得て、サービス内容を変更します。その場合、事業者は、変更したサービスの内

容と時間に応じたサービス利用料金を請求します。 
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＜受給者証の確認＞ 

「住所」及び「ご利用者負担額」、「支給量」など「受給者証」の記載内容に変更があった場合は速やか

にヘルパーにお知らせください。また、担当ヘルパーやサービス提供責任者が「受給者証」の確認

をさせていただく場合には、ご提示くださいますようお願いします。 

 

＜サービス実施時の留意事項＞ 

①ヘルパーの禁止行為 

ヘルパーは、サービスの提供にあたって、次に該当する行為は行いません。 

ア．医療行為 

イ．ご利用者もしくはご家族等の高額な金銭、預貯金通帳、証書、書類等の預かり 

ウ．ご利用者もしくはそのご家族等からの金銭または物品、飲食の授受（移動支援は除く） 

エ．ご利用者のご家族等に対するサービスの提供 

オ．飲酒・喫煙及び飲食（移動介護等においてご利用者の同意を得てご利用者と一緒に飲食を行う

場合は除きます。） 

カ．身体拘束その他ご利用者の行動を制限する行為（ご利用者または第三者等の生命または身体

を保護するため緊急やむを得ない場合を除く） 

キ．その他ご利用者もしくはそのご家族等に対して行う宗教活動、政治活動、営利活動及びその他

迷惑行為 

②備品の使用 

サービス実施のために必要な備品等（水道・ガス・電気を含む）は無償で使用させていただきます。

（ヘルパーが事業所に連絡する場合の電話を使用させていただきます。） 

 

＜個人情報の取り扱いについて＞ 

①当事業所では、適正な居宅介護等の提供を図るため、ご利用者やご家族の個人情報をお聞きしま

す。 

②当事業所は、ご利用者及びご家族の個人情報の流出、紛失、誤用を防止するため、個人情報を厳

重に管理するほか、職員及び退職者、ならびに関係者に対し、個人情報保護について教育・啓発・

周知を徹底します。 

③当事業所は、ご利用者の緊急時において医療機関等の求めに応じ、ご利用者の生活に関する情

報、傷病に関する情報、ならびにご家族様の連絡先等の情報を提供できるものとします。 

④当事業所は、ご利用者に係る他のサービス事業者等との連携を図るため、ご利用者及びご家族の

事前の同意を得た上で、ご利用者またはご家族等の個人情報をサービス担当者会議に提出また

は照会できるものとします。 

 

11．苦情・相談の受付について 

＜苦情の受付＞ 

①当事業所に対する苦情やご相談は以下の専用窓口で受け付けます。 

○苦情受付窓口（責任者） 原野 智彰 

○電話番号   050-8894-4628 

○受付時間   月曜から金曜 9:00～18:00 

 ②行政機関その他苦情受付機関 

京都府福祉サービス運営適正化委員会 中京区竹屋町通烏丸東入る清水町375ハートピア 

TEL  075-252-2152       京都5階 京都府社会福祉協議会内 
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12．サービス実施の記録について 

①サービス実施記録の確認 

当事業所では、サービス提供ごとに、実施日時及び実施したサービス内容などを記録し、ご利用者

様にその内容のご確認をいただきます。内容に、間違いやご意見があればいつでもお申し出くださ

い。なお、居宅介護等計画及びサービス提供ごとの記録は、サービス提供日より５年間保存しま

す。 

②ご利用者の記録や情報の管理、開示について 

当事業所では、関係法令に基づいて、ご利用者様の記録や情報を適切に管理し、ご利用者の求め

に応じてその内容を開示します。（開示に際して必要な複写料などの諸費用は、ご利用者の負担と

なります。） 

 

13．損害賠償保険への加入 

当事業者は、損害賠償保険に加入しています。 

     保険社名    株式会社エスアールエム  

保険名      まごころワイド 

保障の概要  派遣型福祉サービス事業者の賠償責任補償制度   

          

14．緊急時及び事故発生時における対応方法 

①緊急時等の対応方針 

  サービス提供中に病状の急変等があった場合は、速やかにお客様の主治医、救急隊、緊急時連絡

先（ご家族等）へ連絡をするとともに必要な措置を講じます。 

また、サービス提供中に事故等が発生した場合には、必要な措置を講じるとともに上記に加え、京

都市及び関係市町村等に連絡を行います。 

 

主治医 

病院名及び所在地  

氏 名  

電話番号  

緊急時連絡先

（家族等） 

氏名（続柄）  

住 所  

電話番号  

※サービス提供時間外の緊急時等については、ご利用者やご家族等からのご連絡を受けたなら、関

係各機関との連絡・連携をはかりつつ、可能な限りすみやかな対応に努めます。 

 

②緊急時等の連絡先及び対応時間 

☆平常の時間帯（午前９時から午後６時）：事業所電話番号 050-8894-4628 

  ☆平常の時間帯以外：事業所携帯電話番号 050-8894-4628 

 

15．第三者による評価の実施状況（ 無 ） 
①実施した年月日      

②実施した評価機関の名称  

③当該結果の開示状況（ 無 ） 
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令和  年  月  日 

 

居宅介護等サービスの提供の開始に際し、本書面に基づき重要事項の説明を行いました。 

管理者名  原野 智彰 

説明者職名                         

 

氏名                       

 

私は、本書面に基づいて事業者から重要事項の説明を受け、内容について同意し、本書面を受領し

ました。 

          

ご利用申込者氏名                 

 

 

上記の者は署名・捺印が困難なため、私が代って署名・捺印を行います。 

 

 

代理人氏名                    

              （続柄     ） 


